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平成26年度第７回横浜市外郭団体等経営向上委員会会議録 

日  時 平成27年１月29日（木）[13：15～17：15] 

開催場所 横浜市庁舎３階総務局会議室 

出 席 者 大野委員長、遠藤委員、大江委員、鴨志田委員、田邊委員 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴１名） 

議  題 横浜市外郭団体経営向上委員会答申（案）について 

［議題１］特定協約団体マネジメントサイクルの改善について 

［議題２］外郭団体の経営に関する方針及び協約について 

 

決定事項 ・「特定協約団体マネジメントサイクルの改善」について、了解した。 

・「外郭団体の経営に関する方針及び協約」について、団体を取り巻く環境の

変化への適応、及び市の方針と局の方針との整合性を踏まえて審議したこ

とがわかるように答申に盛り込むこととした。 

・「団体ごとの経営に関する方針及び協約に関する答申」について、承認した。

一部、最終答申に反映させるべき内容、修正すべき点等は、事務局と調整

の上委員長に一任した。 

 

議    事  

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 それでは、第７回横浜市外郭団体等経営向上委員会を開催いたし

ます。本日はお忙しい中、また大変寒い中、皆様全員ご出席という

ことでありがとうございます。したがいまして、定数を満たしてお

りますので、早速今日の審議に入らせていただきます。 

 今日の議事次第では、開会の後、「横浜市外郭団体等経営向上委

員会答申（案）」となっています。その答申案の中で【議題１】【議

題２】と分かれております。昨年 10 月にこの諮問をいただきまし

て、６回にわたって審議して参りました。改めてお忙しい中、ご協

力いただきまして本当にありがとうございました。今日は一つ大き

な区切りということで、無事済ませたいと思っております。 

 これまでの議論で出された意見を整理しまして、私の方で事務局

と調整して答申案としてまとめさせていただきました。皆様のお手

元にありますこれが案です。 

 これからのスケジュールですが、この本委員会の答申が確定しま

したら、所管局と団体の方でこの答申を踏まえて速やかに協議等に

これらを反映するということになるかと思います。そして３月中を

目処に新たな協約等を策定するということになっております。 

 

 

 

様式１ 
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大野委員長 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

各委員 

 

２ 横浜市外郭団体経営向上委員会答申（案）について 

  【議題１】特定協約団体マネジメントサイクルの改善について

 それでは議題１ですが、特定協約団体マネジメントサイクルの改

善について。これは諮問の１つ目ですが、まず事務局からこの内容

について説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

＜事務局より「特定協約団体マネジメントサイクルの改善につい

て」説明＞【資料Ｐ２】 

 ありがとうございます。特にこの２ページ目の今読み上げていた

だきました内容について、ご了解いただけますでしょうかというこ

とです。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

３ 【議題２】外郭団体の経営に関する方針及び協約について 

 それでは議題２に入ります。諮問の２つ目となっております。外

郭団体の経営に関する方針及び協約についてです。まず初めに、こ

の答申の構成と位置づけ、団体の分類の考え方について、ご審議い

ただきたいと思いますので、事務局からご説明いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

＜事務局より「外郭団体の経営に関する方針及び協約について」説

明＞【資料Ｐ４】 

 ありがとうございます。それでは、ただいまの４ページから５ペ

ージにかけての外郭団体の経営に関する方針及び協約についての

答申の内容について、ご質問・ご意見はありませんでしょうか。 

 これは修正していただきたいということではなくて、前段からず

っと話してきた内容が、この進行のフローに何か反映されるといい

なと思います。 

特に「とりまく環境の変化」という外部要因がありますが、これ

をどのように委員会として見たのか、あるいは、外部要因を個々の

団体がどのように見極めたのか、この全体像の中に変化があるのか

ないのか、ということが入った方がいいというのが一つです。 

 それからもう一つは、市の方針イコール局の方針でないという

か、市の方針があるにもかかわらず、局がそれを十分把握していな

いということを感じたことが多かったので、そのことをこの委員会

で知ったことがとても大切なポイントのような気がします。 

そのときに、私自身は公共性とか経済性とかガバナンスという、

この３つのポイントはずっとご説明いただいている内容で、そうい

うことを委員会では総合的に見たということが、この一覧表の中で

見えるととてもわかりやすいと感じました。以上です。 

 ありがとうございます。そうですね、これは一つの図の中で反映

させるのは確かに難しいかもしれませんが、どこかでそういう表現
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

大野委員長 

 

 

 

 

が、今おっしゃった環境変化への適応の問題、要するにどのように

考え、どのようにそれをこの審議の中で、あるいは協約の中で考え

てきたのかということと、もう一つ重要なことは、市としての方針

と一部局である所管局の意識のずれ、これをどうするかという問題

が重要であるという点。これはどこかに書いてありましたか。特に

後半。 

 もともとの素案の段階でも、「外郭団体としての必要性、役割」

という部分に対しては、局としての考え方をそこに載せてもらうこ

とになっていますので、ある意味、市としての考え方が本来そこに

反映されていなければいけないところが、恐らくずれていたところ

もあったのではないかと思います。 

そこは、団体の役割を個々の事業に落とし込んでいくプロセスを

検討する際において、団体の役割はそもそも何だったのか、存在意

義はそもそも何だったのかというご意見を、委員会でも度々いただ

いておりましたから、今の田邊委員の意見も踏まえて、４ページの

フロー図のところを少し修正していくということで、今事務局とし

ても考えております。 

大野委員長がまとめていただいたその外部環境の変化、外部要因

の変化みたいなものが、例えば情報としてちゃんと委員会に入って

いるという図を見せるということと、そういった中で団体の審議を

する際には、局の方針あるいはその前提となる市の方針と、どうい

う整合性を持ってこの団体が存在し、どういう事業を展開している

のかということをあわせて、しっかりとそれも踏まえて審議してい

るというようなフロー図を、実際に審議の過程の中で、先ほど田邊

委員からおっしゃっていただいたような視点を踏まえて議論をい

ただいているというところもあるので、我々の方でそこは修正し

て、またご相談させていただければと思います。 

 そうですね、この一番上に「情報」と矢印がついている、この枠

の中に情報として入れるのか、視点として入れるのか、そこは正確

に表した方がいいのかもしれませんが、この中あたりに位置づけ

て、当然公益性、公共性みたいなものも考えなければいけない、こ

の団体を取り巻く環境も考えなければいけない、市の方針や局の方

針との整合性、こういったものをうまく入れられるように検討して

みます。 

 難しいかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 その点については、この委員会が答申の中に盛り込んだ文章に

は、環境変化に適応してくださいという意味合いの表現が結構出て

くると思いますので、後はわかりやすくそれをどこかで表現できる

かどうか検討させていただくということで、こちらの方にお任せい

ただければと思います。 
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各委員 

大野委員長 

 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨志田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（公財）横浜市国際交流協会 

 それでは次に、この経営に関する方針及び協約についての本委員

会の答申を 36 団体について作成しましたので、これをご検討いた

だきたいと思います。当初は 38 団体でしたが、それが 36 団体にな

ったのはまた後で説明していただきます。 

それでは、団体ごとの方針及び協約に関する答申について、１団

体ごとに確認して参りますので、事務局から最初に出てきますのが

横浜市国際交流協会ですが、その答申案から順に説明していただ

き、１件１件確認をとっていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ８】

 ありがとうございます。下の太線の囲みが私どもの答申案で、そ

の上は所管局が作った案ということでありますので、見比べながら

ご検討いただきたいと思います。 

 なお、関連意見については、皆様からいただいたご意見を、最大

公約数的なところがありますが整理しましたので、もし何かここの

表現はということがありましたら、あるいはこれは漏れているので

はないかというものがありましたらご指摘いただきたいと思いま

すが、そのような形で進めて参りたいと思っております。 

 何かご指摘いただけるようなことがありましたらお願いしたい

と思います。どうぞ。 

 ちょっと確認で、全体に通じる話なのですが、これは最終的な答

申ということで１枚におまとめいただいておりますが、実際には当

然それぞれの団体における団体としての位置付けと、政策としての

見直しとの整合の中でどうやるかという話だとすると、例えば国際

交流協会であれば、仕組みの確立等々のお話とは別に、経営として

達成すべき目標、例えば売上を上げるとか、あるいはもっと会員数

を増やすとか、そういうものがあると思うのです。 

質問というか確認は、そういったものがこの１枚以外の形で提示

されているのでしょうか。要するに、これだけで例えば１年、２年

たってこれでＰＤＣＡを回すといったときに、実際上ここに書いて

あることが達成された・されないがわからないというだけでなく、

実際上何をどういう方向で取り組んだらいいかということが若干

あいまいなような形に見えるので、確認も含めて教えていただけれ

ばと思います。 

 上の部分です。団体概要及び所管局が考える団体経営の方向性、



  5/39 

 

 

 

鴨志田委員 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨志田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

鴨志田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

鴨志田委員 

大野委員長 

 

 

 

 

 

協約は、もともと素案ということで一度資料という形でお示しさせ

ていただいております。それを圧縮してこのような形になっており

ます。 

 協約の概要のところに書いてあるのですね。 

 そうですね。それは、公益的使命の達成に向けてどのようなこと

に取り組むのか、財務の改善に向けてどういうことをやるのか、業

務・組織の改革に向けてそれぞれ目標値を立ててもらって取り組む

という絵をかいてもらっていますので、そこでＰＤＣＡサイクルを

回すという意味でチェックができるような仕組みになっておりま

す。 

 元々それがあって、今回我々がこういう形で答申を出して、この

答申を踏まえてまた改めて団体と各局において協約を作っていた

だきます。それをこの３月末までに作っていただいて、最終的にま

とめて報告書という形で委員会にご提供させていただくというこ

とになります。 

 今回の議論で方向付けしたものが、関連の組織間でどう共有し、

どう行動に結びつけるかという部分をちょっと確認したかったも

のですから。 

 ここに書いてある方向性及び協約というのは、その経営方針のサ

マリーなので、本体はまた別冊でありまして、そこには指標をもう

少し細かく書いてあったり、具体的内容が記述されている、そうい

うものはありますが、それを全部ここに載せるわけにもいかないの

で、それを集約した内容だということです。 

 集約したものとして、方向づけとしてはこれで間違いないという

視点でそれぞれチェックし、意見を申し上げればいいということで

すね。 

 そうですね。ですから、ここの一番下で囲んだ視点をもう一回フ

ィードバックする、要するに戻して、局と団体でもう一回厚い冊子

の方を見直して、議会に報告し、議会の意見も伺って、最終的にま

とめ直します。その結果については、こういうご意見をいただいた、

答申をいただいた結果、このようにしましたというのを３月末にま

た一回、この委員会を開かせていただいて、そこで報告したいと思

っております。 

 わかりました。 

 ありがとうございます。私たち委員としては、この答申内容が何

らかの形で最終的な方向性及び協約の中で見えてくれば、それこそ

私たちの役目が達成されたということになるかと思います。もちろ

ん市と団体との話し合いの中で決めることですので、そこはすべて

これを盛り込んでいないとおかしいということは言えませんので、

それをしばらく見守るということですね。わかりました。 
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鴨志田委員 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 よろしいですか、流れとしては。 

 はい。 

 それでは、１団体目の横浜市国際交流協会についての答申は案の

とおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なし） 

ありがとうございます。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

田邊委員 

 

 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（公財）横浜市男女共同参画推進協会 

 それでは次に参ります。２つ目が、横浜市男女共同参画推進協会

です。よろしくお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ９】

 ありがとうございます。横浜市男女共同参画推進協会に関する委

員会としての答申案ですが、何かご指摘はありますでしょうか。 

 この団体は、館の運営に手をとられ過ぎていて、それは本来のミ

ッションは違う。館の運営などというのは付随的なものだという、

そんな話が出ていたと思うのですが、それをこの関連意見として書

くかどうかということについて、ちょっと皆さんのご意見を承れた

らと思います。 

 いかがでしょうか。何かご意見・ご発言はないでしょうか。 

 ちょっと関連意見のところで補足させていただいてよろしいで

しょうか。 

 どうぞ。 

 今の田邊委員からいただきましたご意見につきましては、関連意

見の一つ目のところです。センターで実施する事業は、男女共同参

画に直結する事業への特化に向けて検討すべきであるという、その

「特化」のところで表現したつもりですので、ご確認いただければ

と思います。 

 ですから、少しこれだとわからないので、明示的に入れたらどう

かというご意見と聞いたのですが、そういう意味でよろしいでしょ

うか。 

 実はそのお話は、この団体だけではなくて、よこはまユースにし

ろ、ＩＤＥＣも然りで、組織の本来のミッションと施設運営とがう

まくバランスがとれればいいのですが、どうも施設運営が重荷にな

ったり、施設運営のための組織になっているというのが、これまで

議論してきた中であったので、入れるならばここに限らず、施設運

営と本来の事業をどう考えるのか検討すべきだというのを、すべて

の団体に入れる必要があるのかどうかなので、ここだけの問題では

ないと思います。 

 またこれから説明いたしますが、後ろに複数の団体にまたがった
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田邊委員 

大野委員長 

 

 

 

田邊委員 

大野委員長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

大野委員長 

 

田邊委員 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

共通の課題という項目を作らせていただいております。そういうと

ころできちんと書くべきというご意見として受けとめさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 それで構わないと思います。 

 そうですね。44、45 ページ、先になりますが、そこに共通課題と

いうのがありまして、そこに今、田邊委員のおっしゃったことが十

分盛り込めているかどうか、もう一度目を通さなければいけません

が、そこまでちょっとペンディングにさせていただけますか。 

 全く問題ありません。それで結構です。 

 ありがとうございます。 

 確かに団体側、局側も、ここでそのような意見を言われたことで、

目からうろこみたいな感じで、今まではどちらかというと自主自

立、要するに事業を何かいろいろやって稼いで、その部分でいろい

ろな事業をやりなさいというところが、逆にその部分を捨てていい

のかという問いかけがあったりして、ある種セットとして、ただた

だ施設だけやっていても儲からないのだから、きちんとした地に足

のついた事業もやりつつ、そういったソフトもやるというセットの

既成概念が頭の中に染みついていたということで、もしそういうこ

とを言っていただけるなら、それはありがたいというご意見もいた

だいています。 

要は、そもそも施設管理がやりたい団体ではないので、まさにソ

フトだけをやらせていただけるなら本望だという話も中にはあり

ます。ですから、それを言われて戸惑う団体・局もあれば、それを

良しとしてそれなら、というところもある。いろいろ様々な状況が

今はあります。 

 委員長、最後のところで結構なので。 

 そうですね、そこでうまく表現できるかどうか、そのときにまた

ご意見をいただきたいと思います。 

 はい。よろしくお願いします。 

 それでは、男女共同参画推進協会についての答申は、これでご意

見がなければまとめたいと思います。 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

 

 

大野委員長 

 

 

事務局 

 

（公財）横浜市体育協会 

 続きまして、横浜市体育協会に参ります。これも先ほど田邊委員

が指摘したことと重なるところが結構ありそうですが、よろしくお

願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ10】
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大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨志田委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

鴨志田委員 

大野委員長 

鴨志田委員 

鴨志田委員 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市体育協会については、素案の分類とは違った分類を答申の

中に盛り込んでおりますが、これについて何か、体育協会の答申案

についてご意見はありますでしょうか。 

 田邊委員のおっしゃったことはダイレクトには表現されていな

いものの、スポーツに関する市民の自主的な活動や組織をサポート

し、育てていくという内容の問題であって、現在実施している事業

について取捨選択する必要があるということ、公益目的として市が

必要と考える事業については、委託事業という形でしっかりと支援

していくべきだということ、こういう考え方が示されているかと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 田邊委員のおっしゃられた、指定管理者として受託する団体とし

ての事業を行っている、他の団体にも当てはまることですが、指定

管理団体としての安定性というものが必ずしも担保されていない

がゆえに、中長期的な事業計画にやや不安なところ、不明なところ

があるということですね。 

パシフィコでもありましたね。隣ができてそれも受託する予定だ

けれども、今のところ入れるとか入れないとかという。そういう問

題も全部この共通のところに入れているということですか。 

 今のご指摘は 44 ページをご覧いただきたいと思います。 

 多分全部共通して何かあると思うのですよね。 

 それは共通部分に入れました。 

 それであればいいと思います。 

 毎回引っかかるところが大体同じなのです。 

 こういう項目を今、共通項目として挙げていますということを少

しご紹介させていただきます。44 ページをご覧ください。 

今、鴨志田委員がおっしゃったのはまさにここの部分に該当して

おりますので読み上げます。 

 「団体が、その専門性等を生かした公益的な事業を、市の公募に

よる指定管理や団体の自主財源により実施している場合、団体の自

主性・自立性が高められ、サービスの向上が期待される一方で、公

募の結果や団体の経営状況等によっては、事業の継続性が損なわれ

る可能性もある。そのため、市は、事業の公益性と必要性、担い手

として必要な専門性を絶えず確認し、市の財政状況なども踏まえな

がら、その手法が最適なものとなっているかを検証すべきである。」

 ここに含まれているというのが我々の認識です。確かに今、施設

管理を行っている団体、それが競争であったり、公募であったり、

指定をとりにいっているような場合にあっては、将来的にそれがず

っと確立されているものではない。むしろ不安定な要素にしてしま

うリスクがあるということを認識の上で、それを通じて市は公益的

使命を達成しているのであれば、そこをちゃんと整理して、先ほど
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鴨志田委員 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

各委員 

 

は委託事業化という言葉で受けておりましたが、その手法が最適な

のかどうかということは常に検証すべきではないかという意見で

す。 

 これは多くの団体で引っかかっている部分で、結局市が白黒はっ

きりしないで、この指定管理団体の問題だけではなくて、委託の問

題とかさまざまな問題ですね。それがゆえに団体として、逆に市が

白黒はっきりしなければ団体も白黒はっきりできずに、中途半端な

状況に置かれている団体があったものですから、これが一つの典型

としてありますので、共通課題としてぜひ挙げておいていただける

といいと思います。 

 その他ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、体育協会についての答申はこれにて了承されたものと

いたします。 

（異議なし） 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（公財）横浜市芸術文化振興財団 

 続きまして、横浜市芸術文化振興財団に移ります。同じくお願い

いたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ11】

 ありがとうございます。芸術文化振興財団、この関連意見の中に

も今議論で出てきたような点が幾つか盛り込まれているように思

われますが、ご意見・ご質問等ありましたらよろしくお願いします。

いかがでしょうか。 

（意見等なし） 

 それでは、芸術文化振興財団についての答申は、これを了承した

ということにしたいと思います。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

（公財）三溪園保勝会 

 続きまして、三溪園保勝会に参ります。ご説明をお願いします。

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ12】

 ありがとうございます。三溪園保勝会ですが、これについて何か

ご質問・ご意見はありますでしょうか。 

 収益力の改善のための努力が必要だけれども、一方で、入園者数

増に軸足を置き過ぎて、施設・設備の保全、あるいは継承を忘れな

いでくださいということですが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。それでは、三溪園保勝会の答申はこれで

決定しました。 
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大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー 

 次は横浜観光コンベンション・ビューローに移ります。説明をお

願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ13】

 ありがとうございます。ここは比較的細かな内容の意見になって

いますが、ご意見・ご質問等ありましたらよろしくお願いします。

（意見等なし） 

 特にご意見がなければ、このコンベンション・ビューローについ

ての答申はこれをもって確定させていただきます。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（株）横浜国際平和会議場 

 それでは続きまして、横浜国際平和会議場について、ご説明をお

願いいたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ14】

 ありがとうございます。ここは財政問題、それから大規模修繕の

問題を抱えていますので、その点の指摘がメインでありますが、何

かご質問やご意見はありますか。よろしいですか。 

（意見等なし） 

 それでは、特になければこの横浜国際平和会議場についての答申

は承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

（公財）木原記念横浜生命科学振興財団 

 続きまして、木原記念横浜生命科学振興財団に移ります。よろし

くお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ15】

 ありがとうございます。木原記念財団ですが、課題がある団体と

皆さん認識されていると思いますし、本来、「引き続き経営の向上

に取り組む団体」というよりも、関連意見を見ますとむしろ事業の

見直しということなのですが、皆さんご承知のように、横浜市が今

の新しいスキームを認めたという前提があります。 

従いまして、今すぐ事業を見直すというのはできない状況の中

で、「引き続き経営の向上に取り組む団体」としつつ、関連意見の

中、あるいは方向性に関する意見の中で、このままの運営でいかな

いことは十分考えられるのでという含みは十分出しているかと思

いますが、いかがでしょうか。何かご意見は。お願いします。 

 最初のところに「返済を猶予することとしていることから」と書

いてありますね。「当面は基本的な事業のあり方を大きく変えるこ
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大野委員長 

 

田邊委員 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

 

田邊委員 

大野委員長 

 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

とはできないが」と。これは、大きく変えることはできませんと、

あえて言わない方がいいのではないかと思うのです。この委員会と

しては。ですから、先を見越した議論が必要なのだということだけ

言うのだったらば、「猶予することとしているものの、先を見越し

た議論が必要である」という方が、早くそういうことに着手しても

らいたいという意見につながると思いました。 

 この場合の、先を見越した議論の目的になるのは、基本的な事業

のあり方ですね。 

 そうですね、はい。「基本的な事業のあり方について先を見越し

た議論が必要である」。 

 議論が必要であるということですね。そのような表現で齟齬が生

じるようなことはありませんか。 

 ちょっと難しいところなのですが、区分が「引き続き経営の向上

に取り組む団体」で、この協約期間中はそこの議論をしてもなかな

か難しかろうということで、「事業の再整理・重点化等に取り組む

団体」ではなくこちらの分類になっているので、この意見と分類が

ずれていると受け取られる可能性もあると思います。 

ただ、「大きく変えることはできない」ということを委員会とし

て認めるのも少し違うということであれば、「当面は収支を見守る、

注視をしていく」というような表現はいかがでしょうか。 

 そうしますと、「大きく変えることができない」というのは、委

員会として言うものではないということであれば、例えば「当面は

基本的な事業を進めつつもその先を見越した」という表現もあるか

と思います。 

 ああ、なるほど。はい。 

 そのほか何かご指摘がありましたらお願いします。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、木原記念横浜生命科学振興財団についてですが、答申

は今いただきました意見を反映させて、表現を今読み上げたそのま

まになるかどうかはもう一度検討いたしますが、委員長にお任せい

ただいてまとめたいと思います。 

（異議なし） 

よろしくお願いします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

（公財）横浜企業経営支援財団 

 それでは引き続きまして、横浜企業経営支援財団、ＩＤＥＣの答

申案についてご説明願います。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ16】

 ありがとうございます。このＩＤＥＣにつきましても、施設管理
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大江委員 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大江委員 

鴨志田委員 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にかなり比重が置かれていて、これがこのＩＤＥＣがそもそも目指

したのか、それとも市との兼ね合いでやらざるを得なかったのか、

そこは微妙なところですが、このような表現をしております。 

 何かこの横浜企業経営支援財団の答申案につきまして、ご発言が

ありましたらお願いいたします。 

 一番下の文章ですが、「公平平等の原則から外れないように留意

し」というのが、やや違和感を覚えるところで、逆にこれを書いて

しまうことで事業を縛ってしまう恐れがありますので、ここは何か

違う表現にできたらいいのかなと感じています。実際、現場で支援

していると公平平等というのは現実的には難しい。やはりやる気が

あるところ、伸びる可能性があるところに力を重点化していく、そ

ういう意味では２つ目とちょっと矛盾が生じてしまう可能性があ

りますので。 

 なるほど。どういう表現がよろしいか。 

 公平平等と事業効果とのバランスを図りながら、という感じです

か。 

 そうですね。 

 これは入り口のという意味なのですね。要するに、対象となる中

小企業については公平平等に対応するわけですよね。入り口という

表現がいいかどうかわかりませんが。実際上は、それ以降について

は今おっしゃられたような形での、より意欲のある企業、可能性の

ある企業を支援していくということは、要は効果という意味におい

ては高まるわけですね。 

 これは田邊委員の、本来こういう支援はなくて自己責任でやるべ

き業務なのだという意見から議論が始まっていて、その流れで書か

れているのかなとは思います。いかかでしょうか。 

 先生のおっしゃるとおりで、実は商売というのはもともと不公平

で、勝つ者と負ける者があるというのがマーケットなので、支援の

あり方を慎重にしないと、一部の会社のメリットだけを追求するよ

うになりがちなのです。 

それを成果としてまた組織が評価をすると、どんどん成長しても

うかる会社をいかにつくるかということを目的とするのです。それ

は公的ミッションから外れているのではないでしょうかという、ち

ょっとアンチテーゼを出したいのです。入り口が平等というのは、

つまりいろいろな、特にセーフティーネットの部分はしっかり行政

施策としてやるべきであると。それから機会平等、いろいろな例え

ば勉強をするチャンスはあります、相談するチャンスはあります。

ここまでは平等にできる話ですが、個別指導というのはかなり不公

平になりかねない。でも逆に不公平だから実は成果を上げたりす

る。 
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大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

地方へ行った場合は雇用と直結するので、一部の企業でも頑張っ

て伸びてもらって、工場をつくってもらって雇用を確保するとい

う、これを市民が納得していくのですが、横浜の場合は果たしてそ

れを市民が納得するか。つまり、個別企業を支援して、その会社が

利益を出し雇用を増やす、だから市としてやるべきなのだというこ

とを、横浜市民、大都市に住む人がそれを認めるかどうか。そうい

う議論をさせていただいたのです。 

 そうですね。２つ目のところで「将来性がある事業を選択して」

いくべきだという方向性と、今おっしゃった基本的姿勢のあり方

と、うまく表現の整合性がとれないところが出てくるかもしれませ

んね。 

「個別の中小企業への支援」については、要するに、鴨志田委員

がおっしゃったように、入り口でだれでも機会を与えてもらえると

いうこと。そして先ほどおっしゃったように機会の均等と、一方に

おけるセーフティーネットの問題、これが多分この組織にも一つ必

要なことだということはよくわかりますので、その辺を３つ目の中

で、２と矛盾しないような形でうまく答申案をつくれば、その答申

自身、意義があるかなと思います。ちょっと検討させていただきま

す。 

 何か事務局でこの点について意見はありますか。確かに実際、何

が何でも同じぐらい資源を投入して頑張ってくださいというわけ

にはいかなくて、現実的にはやはりこういう企業は伸びてほしいな

どという主観は当然入ってくると思うのです。 

ただそれは、入り口だけはしっかりと機会を与えてほしいし、そ

してまたすべてが成功するわけではないから、失敗したところも、

すぐできないにしてもセーフティーネットのこともちゃんと配慮

してほしいというようなところは重要かなと思います。 

 ２番目をいかして変えないということであれば、そういう仕分け

にしていただいた方が整合性がとれます。ちょっと田邊委員の意向

とは違うかもしれませんが。 

 今おっしゃっていただいた機会の均等、あるいはセーフティーネ

ットへの配慮、それとあと事業効果とのバランスを十分踏まえて適

切に実施すること。市民に説明できるように取り組んでいく。我々

としても趣旨を踏まえた上で、内容についてまた個別に調整させて

いただければと思います。 

 田邊委員の言われたことを踏まえると、例えばある分野、ある企

業に対しての特定の利益供与になるかもしれない部分については、

きちんと市民に対しての説明責任を市が果たすべきと。なぜ税金が

入るのかというところをきちんとやり、公平平等の原則を明らかに

するという、そういったプロセスが必要だといったような表現にな
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田邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

大野委員長 

 

遠藤委員 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

 

大野委員長 

事務局 

るでしょうか。 

市として、例えば先端産業を育成するということが方針として明

確であるならば、その先端産業にかかわる事業者の間接的支援をす

るというのは、これは施策に合ったものだと思います。 

 それともし委員長よろしければあと一つ。中小企業を支援する団

体というのは、ここに限らず商工会議所など様々な目的の団体があ

って、他のそういう団体との連携強化により事業を本当は見直すべ

き時期に来ている。横浜市でいえばいろいろなところで経営相談を

やっていることが果たして意味があるかということを、どこかにち

ょっと意見で入れていただけると。 

 そうですね。一つまた戻りますが、将来性がある事業を選択して

支援すべきだと。そのためには、ある程度の応募件数の増加の中か

らいいものを選んでいくべきだと。それにつなげていくのであれ

ば、先ほどの話の公平性やセーフティーネットよりも、その選択の

正当性等が適切に説明できるようにすべきであるというのがつな

がっているような気がするのです。十分説明できるような施策なり

との連携とか、そういったことをちゃんと説明できるようにして選

んでいってほしいということですね。その方がつながりがいいよう

な気がしますね。 

 もう一つのところは、また違った角度からのご提案で、関連する

ような事業を行っている他の団体との連携を図って、もっと効率

的・効果的な支援をすべきだということですよね。 

 はい、そうです。実はそれが民間の団体であれば不公平でも構わ

ないということなのです。そこにつなげていきたいのです。 

 どうでしょう、ほかの方。今の４つの意見となりますが、ここに

入れるべきかどうか。 

 たしか前の委員会のときも、いろいろなところで同じように支援

をしている団体があるので、そことの関連を整理して、同じような

重複したような事業は見直すべきではないかという意見が出たよ

うな気がします。それを考えれば、やはり横浜市にとって一番施策

に合ったものに特化してやるような団体になった方が、存在意義が

すごくあると思うので、田邊委員の意見に賛成なのですが。 

 市がやっていて、ここでは支援財団がやっていますが、県もやっ

ています。国も中小機構もやっています。ほとんど似たようなメニ

ューです。これが全然違う地域にあって、そこに通うのに２時間、

３時間かかるならば、当然その地域に根差したものがある必要があ

りますが、実は県のそういう中小企業支援も横浜市内にありますの

で、そういう意見を言わせていただいております。 

 何か事務局からご意見ありますか。 

 方向性の意見のところに、「本来業務である中小企業支援に注力
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田邊委員 

大野委員長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

していけるように事業や体制を整理・重点化」と書いてありますが、

ここの本来業務である中小企業支援とは一体何かと。他のところで

やっているようなものまでやる必要はないし、やっていないきちん

とした市としての中小企業支援とは一体何かというのを考えても

らうということがわかるように書けばよろしいでしょうか。 

 はい、結構です。 

 何か。どうぞ。 

 先ほど遠藤委員からご指摘いただいた件につきましては、前回の

経営改革委員会の中で、県と重複する事業についても整理が必要で

はないかという趣旨を参考意見としていただいておりました。そう

いったご意見を踏まえて、その後、重複する部分はあるという認識

のもと、市としてそれでも続けるべきかについて検討してきたとい

う経緯があります。 

そういったところから、今回局の方としては、そこの部分は一旦

整理したという認識があります。ただ、今回の議論の中でその辺を

説明する時間がなかったということがありますので、もしよろしけ

れば事務局の方で所管局と調整しまして、整理してきたということ

であれば、その考え方を追ってご提出するなりして、調整させてい

ただきたいと思っております。 

 ただいまのポイントを整理しますと、一点は、３つ目の文章につ

いては、事業の取捨選択に当たって、市民に納得してもらえるよう

な選択が行えているかどうかということをしっかり説明できるよ

うにしてほしいということ。表現はまた改めて。 

もう一点は、今、補足説明が事務局からありましたが、前回他の

中小企業支援を行っているような団体との調整、連携についての発

言があって、それへの対応はしてきたということなのですが、実際

それが十分できているのかどうかというのはまた課題ですよね。そ

れは調整した上で文章化するかどうかは決めたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

 それでは、横浜企業経営支援財団の答申は、一部修正があります

ので直させていただきますが、了解されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

（公財）横浜市消費者協会 

 その次、横浜市消費者協会に移ります。これについてまずご説明

をお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ17】

 ありがとうございます。それでは横浜市消費者協会についてです

が、ここも割と具体的な指摘になっております。何かご意見・ご質
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各委員 

大野委員長 

 

問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（意見等なし） 

 それでは、横浜市消費者協会についての答申は確定しました。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

田邊委員 

大野委員長 

事務局 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

 

事務局 

（公財）横浜市シルバー人材センター 

 次に横浜市シルバー人材センターに参ります。事務局から説明を

お願いいたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ18】

 横浜市シルバー人材センターですが、いかがでしょうか。これに

ついてもかなりいろいろなご意見をいただきました。例えば、ホワ

イトカラーという問題もありましたが、この横浜市シルバー人材セ

ンターそのものが、高齢者の生きがいの充実と健康づくりを図って

云々というものであり、それから、短期的で単純な仕事に力を入れ

ていくというような趣旨でつくられているようで、いわゆる知的労

働というところはあまり意識していないのですね。 

そこまで書き込むかどうかちょっと検討したのですが、今の方針

の中でしばらくやっていくとすれば、こういった比較的具体的な点

を意見として挙げる方がよかろうということになりましたが、何か

それについてご意見等ありましたら。お願いします。 

 ３つ目の「発注に対して会員を」という、ここのところをもう少

し多様な仕事を供給できるように努力するといったトーンで書く

とミスマッチ解消につながると思います。多様な仕事を発掘すると

いうような言葉、もう少し適切な言葉があると思いますが、そうい

うことでお願いできたらと思います。 

 いかがでしょうか。今までの単純労働以外のものについても考え

るべきではないかという意見を少しでも入れておきたいというこ

とですね。 

 はい。 

 どうでしょうか、その辺は。 

 このご意見をいただいたときには、仕事の種類という趣旨が一つ

と、あと、特定の業務に人をとられてしまって適切な時期、時間帯

に来てほしいのに来られないという、そういう時間帯のミスマッチ

のことも一部ご意見として含まれていたのかなと思います。確かに

仕事の多様性の問題と、あと時間の問題ですね。それは配置の問題

ということにもなるのかもしれませんが。 

 今のお話は、８時間とか１日という仕事はあるのだけど、働く側

は３時間働きたい。ところがそういう仕事は余りない。このミスマ

ッチという意味ですね。 

 いえ、そうではなく、例えば、草むしりをお願いしたいというと
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田邊委員 

鴨志田委員 

 

 

 

 

大野委員長 

鴨志田委員 

 

田邊委員 

 

鴨志田委員 

 

大野委員長 

 

田邊委員 

大野委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きに、夏の時期だとすぐに終えてしまうので、それはシルバーとし

てはその時期には多分いろいろ教育はしているのでしょうけれど

も、自分のところに回ってくるころにはもう別の草が生えています

みたいな、そういう時間的なミスマッチのことです。 

 そちらの時間ですね。 

 これは仕事を多様化して、仕事に対するニーズにこたえるという

話と、それから、仕事を引き受けて、実際にそのお仕事のサービス

を提供する、すなわち、シルバーの方の数を増やすという。両方に

ついてこれは、要はシルバーの働く人の数を増やすというのは、今

不足しているわけですか。それはどこに書いてありますか。 

 それは、「入会率の増加に取り組む」という部分です。 

 そうすると、そこのところに田邊委員のご意見を入れるというの

は。 

 そうですね、それで問題ないです。「多様な仕事の発掘により」

とか。 

 そうすることによって多分会員になりたい方も増えると思うの

で。 

 あるいは、サービスの多様化、サービスの供給形態の多様化です

ね。 

 はい、それもあります。 

 そういう表現ならば広く入れることができるのですが、どうでし

ょう。 

 一応確認ですが、この資料 18 ページの一番上の「外郭団体とし

ての必要性、役割」というところの３行目ですが、「臨時的かつ短

期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し」、

これは一番上の行に書いてあります「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律」という中に明記されているもので、その範囲の中で多

様な仕事を発掘していくという捉え方でよろしいでしょうか。 

 もちろん法を逸脱するわけにはいかないので、その表現はちょっ

と考えないといけないですね。 

 世の中の流れが、臨時的・短期的な高齢者に対する就業の機会の

提供みたいなものから大分変わりつつあり、シルバーが元ホワイト

カラーに対する知的労働の提供もすべきではないかという意見も

あります。 

法律に定められたものだけやっていればいいという話でもない

でしょうということでしょうから、この枠内で言っているのですと

いうふうに限定をあえてしなくてもいいような気もします。 

はっきりホワイトカラーだとか長期的な雇用だとかそういうこ

とを言う必要もないと思うのですが、多様な機会の提供と多様な職

種の提供みたいなものは、やはりこれからの時代は考えていくべき
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大野委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

ではないですかというトーンはいかがでしょうか。 

 ３つ目で、この「ミスマッチがあるならば、サービスの提供方法

やサービスの内容の多様化を図り、解消に努めるべきである」など

としておく。 

 はい、どうぞ。 

 このシルバー人材センターというのは、ここでその法律プラスア

ルファの業務ができるかという議論は当然あろうかと思います。た

だ、現状その制度としてシルバー人材センターは、例えば自治体か

ら随意契約という形で契約すると。その根拠として、今ここに記載

しておりますこういった業務であればということはありますので、

そこはちょっと法的な部分との整理が必要であるかなと思ってお

ります。文言につきましては委員長と調整させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 基本的には、発注という言葉もちょっとわかりにくい言葉です

が、「発注に対して会員を供給できないというミスマッチがあるな

らば、その原因を分析し」。表現はどうなるかわかりませんが、皆

さんの意見を取り入れるとすれば、「サービスの種類や提供形態な

どを検討し、解消に努める」というふうになるのだと思います。 

 それではその点、表現を検討させていただくことにしまして、答

申については基本的に了解されたということにさせていただきま

す。 

（異議なし） 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（株）横浜インポートマート 

 それでは、横浜インポートマートに移りたいと思います。よろし

くお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ19】

 ありがとうございます。横浜インポートマートについての方向性

に関する意見、関連意見はいかがでしょうか。 

 特にありませんか。よろしいですか。お気づきの点がありました

らお願いいたします。 

（意見等なし） 

 それでは、横浜インポートマートはご意見がないようですので、

この答申で承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

横浜市信用保証協会 

 続きまして、横浜市信用保証協会に移ります。それではご説明を

お願いいたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 
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大野委員長 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

【資料Ｐ20】

 ありがとうございます。それでは、信用保証協会についてですが、

いかがでしょうか。 

 １つ目については、田邊委員のご指摘に沿った形で、皆さんそれ

に合意しておりますので、ぜひ入れたいということで入れました。

 その他ご指摘、ご意見ありますでしょうか。 

（意見等なし） 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

横浜市場冷蔵（株） 

 それでは続きまして、横浜市場冷蔵（株）です。ご説明をお願い

いたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ21】

 ありがとうございます。横浜市場冷蔵（株）、ハマレイですが、

何かご質問・ご意見はありますでしょうか。 

 いろいろここについては議論がありましたし、有益なご指摘が数

多くありましたが、かなりの部分は盛り込めたかなと思っておりま

す。むしろ市に対しての意見が多くなっておりますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

 

 

大野委員長 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

横浜食肉市場（株）・（株）横浜市食肉公社 

 それでは、横浜食肉市場（株）と、（株）横浜市食肉公社につい

てですが、答申は同じ内容となっておりますので、ご説明をお願い

いたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ22、23】

 ありがとうございます。なかなか安定化するのは難しい団体かと

思いますが、何かご意見・ご質問等ありますでしょうか。 

（意見等なし） 

 それでは、この２団体、横浜食肉市場（株）と（株）横浜市食肉

公社の答申について、ご承認いただいたものといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

（公財）よこはまユース 

 次は、よこはまユースです。それではお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ24】

 ありがとうございます。この団体につきまして、かなりたくさん

の関連意見がついておりますが、皆さん何かご意見・ご質問があり
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各委員 

大野委員長 

 

 

ましたらよろしくお願いいたします。 

 所管局から出ております分類は、「引き続き経営の向上に取り組

む団体」でしたが、委員会としては「事業の再整理・重点化等に取

り組む団体」、再整理といっても重点化ですね。本当にやらなけれ

ばいけないものは何なのかはっきりさせてください、それに特化し

てくださいということです。それが論調になっておりますが、何か

ご指摘がありますでしょうか。 

（意見等なし） 

 よろしければこれも承認されたものとさせていただきます。あり

がとうございます。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

（公財）寿町勤労者福祉協会 

 続きまして、次は寿町勤労者福祉協会に参ります。よろしくお願

いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ25】

 ありがとうございます。ご記憶かと思いますが、前の改革方針で

は、「引き続き経営努力が必要な団体」でしたが、このたびは「事

業の再整理に取り組む団体」という原案が出まして、それに対して

本委員会は「事業の再整理・重点化等に取り組む団体」といたしま

した。 

これはご承知のように、現在会館の建てかえをやっておりまし

て、その際、新しい器を設けるのであるからそれにふさわしい事業

内容にしてほしい、そのためには利用者のニーズや地域のニーズを

配慮してほしいし、地域との連携が進むような具体的施策を考えて

ほしい、こういう内容です。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

各委員 

 

（公財）横浜市総合保健医療財団 

 それでは、横浜市総合保健医療財団に参ります。よろしくお願い

します。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ26】

 ありがとうございます。横浜市総合保健医療財団について、何か

ご質問やご意見はありますでしょうか。 

 公益的使命については十分評価されておりますし、これは自立し

てほしいということで特に厳しい意見等はついておりません。よろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 
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大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（福）横浜市社会福祉協議会 

 それでは続きまして、横浜市社会福祉協議会に参ります。よろし

くお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ27】

 ありがとうございます。この団体については再審議を行って記憶

に新しいかと思いますが、何かご質問・ご意見はありますでしょう

か。 

 非常に複雑だということはよくわかったわけですが、いろいろな

経緯があって、成り立ちからして複雑なところがありまして、この

ような形で関連意見、方向性に関する意見はかなり踏み込んだ表現

になっておりますが、これでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。それでは、この件についても答申は承認

されました。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（福）横浜市リハビリテーション事業団 

 次に参ります。横浜市リハビリテーション事業団に移ります。よ

ろしくお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ28】

 ありがとうございます。横浜市リハビリテーション事業団につい

て、いかがでしょうか。 

 私自身、実態を十分知っているわけではないので、表現として「な

い」と言い切れないところがあって、「もしそうであるならば」と

いうような表現になっていますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 よろしければ、横浜市リハビリテーション事業団は承認されたも

のといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

（公財）横浜市緑の協会 

 続きまして、横浜市緑の協会に移ります。よろしくお願いします。

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ29】

 ありがとうございます。横浜市緑の協会ですが、動物園の管理運

営がメインの仕事となっております。よろしいでしょうか。特にあ

りませんか。 

（意見等なし） 

 それでは、横浜市緑の協会の答申は承認されました。 
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大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（公財）横浜市資源循環公社 

 次は、横浜市資源循環公社です。よろしくお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ30】

 ありがとうございます。議論を深めたところですが、いかがでし

ょうか。 

 特になければこれで承認されたものといたしますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

 それでは、横浜市資源循環公社についての答申は承認されまし

た。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

横浜市住宅供給公社 

 次に参ります。次は横浜市住宅供給公社に移ります。よろしくお

願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ31】

 住宅供給公社ですが、これについてご意見はありますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

（意見等なし） 

 それでは、本件も承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

（公財）横浜市建築保全公社 

 続きまして、横浜市建築保全公社に参ります。お願いいたします。

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ32】

 ありがとうございます。この２つ目は、最初の方で田邊委員がお

っしゃった、市の方針と所管局との間の整合性をちゃんととってや

ってくださいということです。 

この団体については、議論の中ではどちらかというと再整理の面

もあって意見として強かったのですが、微妙なところだったので、

「引き続き経営の向上に取り組む団体」ということで合意をいただ

きました。ただし、関連意見としては、新築から修繕まで一体化し

た効率的な運営というのも、当然考えていかなければいけないので

はないかということは指摘しております。 

 よろしければこの件についても承認されたということにさせて

いただきます。 

（異議なし） 

 

 横浜シティ・エア・ターミナル（株） 
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大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

事務局 

 

 次に参ります。横浜シティ・エア・ターミナル、ＹＣＡＴです。

よろしくお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ33】

 ありがとうございます。この最初の関連意見は、審議の経緯がわ

からないとちょっと違和感を感じるかもしれません。というのは、

最初の案では「引き続き経営の向上に取り組む団体」という提案だ

ったのですが、委員会として民間主体への移行についての意見が強

く、議論の中で所管局と団体が方針を変えてきたというプロセスが

ありますので、ここは言わずもがなのところなのですが、一応書い

ておきました。 

 他に何かありますでしょうか。これも市の対応を求める文章も、

かなり市の関与のあり方についての言及もあります。よろしいでし

ょうか。 

（意見等なし） 

 それでは、横浜シティ・エア・ターミナル（株）についての答申

は承認されました。 

 すみません。今の審議の中で一点ちょっと確認したいことがあり

ます。審議の経過においてさまざまなご指摘をいただいた中で変わ

ってきたものがあります。ここには素案という形で載っています

が、当初の素案と最終的に出された素案が変わっているものがあり

ます。その一つがこのシティ・エア・ターミナルなのですが、団体

はもともとこの「民間主体への移行に向けた取組を進める団体」と

いう位置づけではない形で持ってきておりましたので、そういう意

味で大野委員長ご指摘のとおり、関連意見の１つ目ですが、「以前

の経営改革方針を作成した時点から～積極的な理由は見当たらな

い」という表現になっています。なので、確かにここだけ切り取っ

て見たときには、その経過がわからない方から見るとちょっと意味

不明の文章になってしまいかねないということで、この部分につい

てはこれを踏まえて団体と所管局が協約の素案を直してきたとい

うことですので、事務局としては落としてもよろしいかなと考えま

す。 

 わかりました。いかがですか。要するに、先ほど説明したような

ことをもう一度言わなければいけないような文言なので、ちゃんと

「民間主体への移行に向けた」というように方針を切ったわけだか

ら、改めて掘り起こさなくてもいいだろうということです。 

（異議なし） 

わかりました。 

 すみません、よろしくお願いいたします。 
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大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

横浜高速鉄道（株） 

 次は横浜高速鉄道（株）です。みなとみらい線です。よろしくお

願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ34】

 ありがとうございます。かなり大きな投資がされている会社です

が、「引き続き経営の向上に取り組む団体」ということでまとめま

した。何か関連意見も含めてご質問やご意見はありますでしょう

か。 

（意見等なし） 

 それでは、横浜高速鉄道（株）の答申は承認されたものといたし

ます。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

（一社）横浜みなとみらい２１ 

 引き続きまして、横浜みなとみらい２１、お願いいたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ35】

 ありがとうございます。横浜みなとみらい２１ですが、いかがで

しょうか。 

 この団体についても、この使命は終えつつあるのではないかとい

う考え方があります。そこで、その点も含めて「一定の区切りがつ

くなどの機会を捉えて、改めて検討」してくださいという表現にな

っております。 

 それから、関連意見の最後ですが、これは何でしたか。 

 ケーブルシティ横浜です。資産を今 100 億円程度持っておりまし

て。 

 それの適正かつ有効な活用を図るべきであるということです。い

かがでしょうか。 

（異議なし） 

 それでは、横浜みなとみらい２１は承認されました。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

（株）横浜シーサイドライン 

 それでは続きまして、横浜シーサイドラインに移ります。お願い

します。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ34】

 ありがとうございます。何人かの委員の方から、やはり単独では

無理だろう、関連する部局との連携ということもあるとの意見です

ね。 

 横浜シーサイドライン、よろしいでしょうか。 
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各委員 

大野委員長 

 

（意見等なし） 

これも承認されました。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

（株）横浜港国際流通センター 

 それでは先に進ませていただきます。横浜港国際流通センターに

ついてです。お願いいたします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ37】

 国際流通センターですが、いかがでしょうか。 

 この固有職員の採用というのはたしか枠があって、これから人事

を進めるという話ですよね。 

 こちらの「協約の概要」にあります業務・組織の改革というとこ

ろで、固有職員採用という記述があります。 

 そうですね、わかりました。この団体についてはかなり自立して

いけるだろうという見通しが考えられますので、これで良いかなと

思います。 

（異議なし） 

 よろしければ、この答申は承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

（公財）帆船日本丸記念財団 

 次は帆船日本丸記念財団です。よろしくお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ38】

 ありがとうございます。帆船日本丸記念財団ですが、いかがでし

ょうか。特に追加して申し上げることはありませんか。 

（意見等なし） 

 それでは、帆船日本丸記念財団についての答申は承認されたもの

といたします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

 

横浜ベイサイドマリーナ（株） 

 続きまして、横浜ベイサイドマリーナ（株）に移ります。よろし

くお願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ39】

 ありがとうございます。ベイサイドマリーナ（株）ですが、いか

がでしょうか。何かご意見がありましたら。 

（意見等なし） 

 比較的ここも民間主体への移行にスムーズに行けそうな団体の

ようですが、よろしければ承認されたものといたします。 
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大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

横浜ウォーター（株） 

 続きまして、横浜ウォーター（株）です。よろしくお願いします。

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ40】

 横浜ウォーター（株）ですが、特に大きな課題はないように見え

ますが、何かご指摘はありますでしょうか。 

（意見等なし） 

 よろしければ、これも承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

各委員 

大野委員長 

 

横浜交通開発（株） 

 続きまして、横浜交通開発（株）に移ります。お願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ41】

 横浜交通開発（株）ですが、いかがでしょうか。 

 関連意見のニュアンスは、一部事業の整理ということも入ってい

ますが、基本的には「引き続き経営の向上に取り組む団体」でよろ

しいという姿勢です。 

（異議なし） 

 よろしければこの答申も承認されたものといたします。 

 

 

大野委員長 

事務局 

 

大野委員長 

 

各委員 

大野委員長 

 

（公財）横浜市ふるさと歴史財団 

 それでは次に、横浜市ふるさと歴史財団です。お願いします。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ42】

 いかがでしょうか。何かご意見はありますでしょうか。ここも結

構課題のある団体だという認識は持っておりますが。 

（意見等なし） 

 よろしければ、この答申も承認されたということにいたします。

 

大野委員長 

 

事務局 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

（公財）よこはま学校食育財団 

 それでは、次はよこはま学校食育財団です。よろしくお願いしま

す。 

＜事務局より「団体経営の方向性及び協約に関する答申」説明＞ 

【資料Ｐ43】

 ここは関連意見は少ないのですが、実は当初の関連意見には比較

的いろいろな意見が出て参りました。その意見は「外郭団体として

の必要性、役割」と非常に関わるところで、とりわけ地元中小企業

からの調達というのをかなり大きな課題として受けとめたわけで

すが、その点については当初、「外郭団体としての必要性、役割」

の中にそのことが十分表現されていなくて、私としては、私の個人
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事務局 

大野委員長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

的な意見もあったのですが、本当にそれが、中小企業の振興に貢献

するということが団体としての役割として位置づけられているの

であれば、上の「外郭団体としての必要性、役割」のところでちゃ

んと記載してくださいということです。記載しない限りは、そうい

う調達方法の多様化を重点的に意見として述べざるを得ないです

というような話でした。 

 団体・所管局としては、実はこういう中小企業振興条例に基づく

位置付けをちゃんとしているのだというような返答だったという

ことですので、そのような意見は関連意見から外して、むしろ方向

性に関する意見の中にインクルードした感じであります。 

「横浜市の学校給食用物資については、団体への委託を含めどの

ような調達方法が最適であるか、社会環境の変化を踏まえながら常

に点検すること」。食料の運送手段も大分多様化して高度化してい

る。保存機能も大分高まっている。いろいろな地域から調達できる

状況がどんどん広まっている。そういうことを認識した上でやって

もらわなければいけないわけで、横浜市の中小企業を主たる調達源

とする必要はないのではないかという一方の意見とちょっとぶつ

かっていたところなのですが、そこのところを調整した形になって

います。 

 そこでもし委員の方々から、せっかくここまで議論したのだから

入れるべきだということであると、また検討し直すことになります

が、そこのところは上の方の「外郭団体としての必要性、役割」の

「また」以降で、「当該団体は、本市外郭団体として、中小企業振

興条例の趣旨を踏まえ可能な限り市内中小企業に発注しており、市

内経済の活性化に寄与する役割も担っています」とこういうことを

書いてあるのですが、とはいえ社会環境の変化というのは当然出て

きていますから、この食育財団そのものに委託していることを根っ

こから検討しなければいけないのではないかという考え方も、方向

性に関する意見として入れております。 

 皆さんのご意見を聞いた上で固めたいと思っています。 

 事務局から一点よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

 今の委員長の趣旨を踏まえて、「方向性の考え方（理由）」のとこ

ろですが、最初の２行が、教育委員会から市としての政策の決定を

しているということでの話がありました。「本市では、安全・安心

の取組や市内経済活性化等の政策的判断から、当面の間、当該団体

が学校給食物資の調達業務を担うこととしています」ということ

で、庁内合意をここで図っているという教育委員会からの説明があ

りました。 

 お願いします。 
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田邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員長 

 この委員会の答申はこれでよろしいかと思うのですが、「外郭団

体としての必要性、役割」の最後のところにこの２行が入っている

というのは、非常に違和感があります。それだったらほかの団体も

みんな同じであるべきですよね。ここの団体だけこの２行を入れる

と、何かそこに問題があるのではないかと。「方向性の考え方」の

今のご説明のその２行は、市としてそういうことで一応の合意がと

れているというなら、それはそれで別に書くことはおかしくないと

思います。 

 もしその「外郭団体としての必要性、役割」の２行を書くとする

と、民間に移行していくわけですから、市内企業から調達しなくて

も当然いいわけですね。そうすると、もしその中小企業振興条例の

趣旨というものがとても大切なら、すべての団体にこれを入れない

といけないということですよね。それこそ鉄道事業者、バス事業者

も、何かやるときは全部市内の中小事業者から調達を考えなさいと

いうことになりかねないと思うのです。 

 そういうことは原則として言っているのです。市の事業も外郭団

体の発注事業も、すべて中小企業振興条例を踏まえて可能な限りや

ってくださいと等しく言っています。ただ、この団体については、

主たる業務内容が調達業務で、そこがイコールになってしまってい

る団体なので、あえてこれを書きました。 

 これはご説明があったと思いますが、議会でも大いなる論争があ

って、前回学校給食会と言っていたものに対して団体分類なし、要

は解散も視野に入れるということだったのです。それが公会計制度

という、給食費を公会計として市が歳入として掲げ、調達方法につ

いてはどうしようかという議論をやった中で、やはり学校の周りの

商店の人たちをここで外すわけにはいかないと。それは中小企業条

例の趣旨にも合致する。 

ですから、この団体については主に調達業務をやっている団体で

あるがゆえに、そういうことをベースにしながらコストだとか、調

達のあるべき姿だとかいう理想像は踏まえつつ、政策としてこうい

うところにきちんとやってもらうのだということに決めました、と

いう経緯があります。 

これは確かに田邊委員がおっしゃるように、すべての団体に係っ

ているのでしょうと言われればそれはもう当然なのですが、あえて

書かざるを得なかったというところです。 

 下の「方向性の考え方（理由）」のところにも書いてあるので、

そっちで読めるじゃないですかということでカットした方がいい

という考え方もありますが、ここについてはそういう議論が起きが

ちな団体ですので、ここを強く書いてあったということです。 

 それでは、答申は答申でこのままにして、この最後の２行の位置
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各委員 

大野委員長 

 

づけについて意見が出たということを所管に投げてください。それ

で「わかりました」と言うかどうかはお任せします。それでよろし

いですか。 

（異議なし） 

ではこの作業をお願いいたします。 

 

 

大野委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本委員会における団体の分類結果 

 そうしますと、今までの分類の結果は６ページですか。これにま

とめて説明をお願いいたします。 

 はい。今までの審議を踏まえた形で、すべての団体の分類に落と

し込んだものがこの６ページの一覧表です。今の本委員会における

審議の結果を受けまして、「民間主体への移行に向けた取組を進め

る団体」は、（株）横浜インポートマートほか４団体、計５団体と

なっております。次に「事業の再整理・重点化等に取り組む団体」

として、（公財）横浜市体育協会ほか４団体、計５団体となってお

ります。そして「引き続き経営の向上に取り組む団体」ということ

で、（公財）横浜市国際交流協会ほか 25 団体、計 26 団体となって

おります。 

 その下、27 年度に改めて団体経営の方向性を審議する団体という

ことで、横浜港埠頭（株）があります。こちらの団体につきまして

は、※２ですが、27 年度以降の東京都、川崎市の各埠頭会社との統

合の方向性が明らかになった時点で、改めて本委員会に経営に関す

る方針を諮るということで、まだ 27 年度どのような形で経営して

いくのかということが決まっていないということです。横浜港埠頭

（株）もまさに今その最終調整に入っているということですので、

この方向性ができ次第、こちらにお諮りさせていただくということ

で、今年度においては方向性を見送るということで考えておりま

す。 

 また、もう一団体、平成 27 年４月に合併する団体がありまして、

これは「引き続き経営の向上に取り組む団体」の下から７つ目のと

ころですが、（一社）横浜みなとみらい２１と（一財）ケーブルシ

ティ横浜です。ケーブルシティ横浜の※１ですが、27 年度に一般社

団法人横浜みなとみらい２１と統合予定のため、一般財団法人ケー

ブルシティ横浜としての経営に関する方針及び協約は作成しない

ということになっております。実際にみなとみらい２１の協約の中

にも、27 年度以降の取組の中に、ケーブルシティから移管を受ける

事業についても継続的にやっていきますという協約になっており

ますので、こちらはあわせて掲載をしているというご理解をお願い

したいと思います。 

 ということで、こちらをご確認いただいて、この団体分類の結果
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でよろしいということであれば、これをもちまして決定したいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。６ページは、今まで審議した団体の分類

を基準にしてまとめたものですが、よろしいでしょうか。特にご意

見がなければこれで承認されたものとします。 

（異議なし） 

 それでは、これまで個別の団体の審議でいただいたご意見の中

で、最終答申に反映させていくべき内容、修正すべき点等がいくつ

かありましたので、それは私に一任していただければと思います

が、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。 
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複数の団体に共通する課題 

 それでは、44 ページ以降になりますが、最後にこの答申案の複数

の団体に共通する課題、これにつきまして、まず事務局から提案の

説明をお願いいたします。 

 それでは、資料でいうと 44 ページと 45 ページが複数の団体に共

通する課題という形になっております。これらの課題については、

先ほど「外郭団体の経営に関する方針及び協約についての答申」の

ところでも触れましたが、委員会としてこれを取りまとめて課題を

抽出し、提示すると。これらの課題については、新たな協約の進捗

管理、あるいは団体への関与のあり方を検討する際の視点としてい

きたいと考えております。これらを踏まえて所管局、あるいは事務

局も含めて、今後十分検証・検討していくということで考えており

ます。 

 （３）複数の団体に共通する課題の１点目です。公益的事業の実

施手法の再検証。団体が、その専門性等を活かした公益的な事業を、

市の公募による指定管理や団体の自主財源により実施している場

合、団体の自主性・自立性が高められ、サービスの向上が期待され

る一方で、公募の結果や団体の経営状況等によっては、事業の継続

性が損なわれる可能性もある。そのため、市は、事業の公益性と必

要性、担い手として必要な専門性を絶えず確認し、市の財政状況な

ども踏まえながら、その手法が最適なものとなっているかを検証す

べきである。これが１点目です。 

 次の四角の２点目です。最適な事業主体の再検証。団体が行って

いる公益的な事業について、市は、民間企業における CSR の定着や

公益的な事業への取組を踏まえ、これまでの事業スキームを所与と

せず、民間等の参入が少ない分野においては新たな事業主体を育成

することも含めて、民間等においても市が期待する役割を担えるよ
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うな事業スキームを検討・構築していく必要がある。また、民間等

との競争を経て実施する事業については、それがノウハウを蓄積

し、質の高いサービスを提供するためのものか、先駆的な事業手法

を啓発し、普及させるためのものかを明確にし、団体が競争に参加

する必要性を市民に説明できるようにする必要がある。 

 次の四角の３点目です。「民間主体の運営が望ましい団体」の計

画的な取組の推進。経営改革方針における「民間主体の運営が望ま

しい団体」について、市は、民間主体へ移行する時期に係る考え方

を明確にし、移行が遅れることがないように、計画的に取組を進め

るべきである。また、民間主体への移行後も、団体に対し従前の公

益的な役割を求めるのであれば、速やかにその仕組みを検討すると

ともに、株式の譲渡等による関与の引き下げに向けて、必要な調整

や対策を図るべきである。経営改革方針における「民間主体の運営

が望ましい団体」は５団体決まっておりますので、こちらについて

は団体名を掲載しております。 

 45 ページに行っていただきまして、地方独立行政法人制度の調査

研究の推進。地方独立行政法人制度の改正により、制度の対象施設

が追加されたことから、市は、今後の施設の運営形態の一つとして

想定される独立行政法人化について、国の動向等を注視しつつ、引

き続き調査研究を進め、必要に応じて本委員会に状況を報告するこ

とを求める。としておりまして、制度の対象施設として追加された

主な施設は、博物館、美術館、動物園などが新たに対象となってお

りますが、３法人こちらに記載しております。１つ目として、動物

園を所管している横浜市緑の協会です。２つ目として、（公財）横

浜市芸術文化振興財団で、横浜美術館、大佛次郎記念館等を運営し

ております。３つ目は、（公財）横浜市ふるさと歴史財団で、こち

らの所管施設である歴史博物館、開港資料館、都市発展記念館、ユ

ーラシア文化館等が対象施設となり得るということで掲載してお

ります。 

 次の四角ですが、外郭団体が保有する資産の有効活用としており

ます。団体がその公益的使命を果たす上で、保有する資産を有効に

活用できているか、市として検証すべきである。その上で、市から

の出資・出えん金及び無利子貸付金については、市の財政状況も踏

まえて、資金の返還や、繰上償還等により他の公益的事業へ振り向

けるなど、より効果的な活用を検討する必要がある。 

 最後の四角です。取組状況の評価を踏まえた協約目標の見直し。

今後、市及び団体は、本委員会による協約の取組状況の確認、評価

等の結果を踏まえて、当初設定した目標水準や協約項目に変更・修

正等が必要と判断した場合には、速やかに対処する必要がある。と

しております。 
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 先ほど追加の資料ということで１枚配付させていただいている

資料についても、あわせて確認をお願いいたします。 

 こちらは冒頭、今日の審議の中で、これも共通的な指摘事項にな

るのではないかというご指摘がありましたので、事務局で内容を整

理したものです。 

 「団体による施設運営の必要性の再検証」ということです。「団

体がその公益的な役割を発揮していくためには、団体が施設運営そ

のものを目的とするのではなく、施設を経営資源の一つとしてとら

え、有効に活用していく必要がある。そのため、市及び団体は、団

体に本来期待されている公益的事業を確実に実施できるよう、団体

の施設運営について団体の役割と照らし合わせ、絶えずその必要性

を検証すること」としております。 

 この指摘を 44 ページの大きな四角の３つ目のところに加えては

どうかと、事務局で資料を作成させていただきました。 

 それではよろしくお願いいたします。 

 今、追加を入れまして、主な論点が７つとなりました。もう一度

目を通していただきますが、この最後のものをどこに入れるか考え

ますが、最初は公益的事業の実施手法の再検証ということです。団

体が指名入札で資金を得る、あるいは独自の財源を事業によって確

保するという形は、一方で、団体の自主性・自立性を高めるけれど

も、もう一方で、指定から漏れたり、あるいはその事業がいろいろ

な状況によってうまくいかなくなったような場合、本来の社会的、

公益的使命が果たせなくなるおそれがあるので、もし公益的使命の

継続が非常に重要であるということであれば、その資金源の得方に

ついて検討して、公益的事業が確実に実施されるような形にすべき

であるというようなことなのですが、ここはいかがでしょうか。特

に問題はないでしょうか。 

何かありますか。お願いします。 

全体のこの項目のまとめ方に対して、こうした方がいいのではな

いかということを申し上げてよろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

 まずタイトルなのですが、「複数の団体に共通する課題」となっ

ていますが、ここは「複数の団体に共通する課題への提言」として

はいかがかなと。その上で、今この内容を拝見すると、市に対して

の提言であるものと、団体に対しての提言であるものと、その双方

が混ざっているものとがあると思うのです。提言とした上で、市に

対してはこういう課題があるのでこういう提言を、団体に対しては

こういう課題が共通で見られたのでこういう提言を、双方のものに

関しても同様にというようなまとめ方をした方が、すっきりとわか

りやすくなるのかなという印象を持ちました。 
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 全体のバランスからいって、そうですね、目次を見る限り、協約

についての答申となっていて、「答申の構成及び位置付け」となっ

て、次に「団体ごとの経営に関する方針及び協約に関する答申」で、

「複数の団体に共通する課題への提言」、そんなに座りは悪くはな

いですね。わかりました。ちょっと検討いたします。 

 そのほかありますか。お願いします。 

 大江委員が言われたこととまさに同じことを言おうとしていて、

主語があいまいだったということで同じことなのですが、市と当該

団体、そこのところは今の大江委員の整理の方向でよろしいかと思

います。やはり市としてやるべきことというのが多く指摘されてい

る部分もあるのですが、ただ、だからといって団体が受け身でいい

かというとそういうわけでもないので、そこのところの整理をちょ

っと工夫する必要があると思います。以上です。 

 はい。お願いします。 

 共通する課題がまさにそこなので、多分それが必要なのかもしれ

ないと思うのです。最初に団体だけでいろいろ方向性とかを決めら

れるわけではない。市との連携が必要なので、常にお互いにチェッ

クをし合いながら協働していくのだということが大切だと思いま

す。単なる外郭団体だけを見て評価をしてみても改善が進まないと

いうのが統一したところだと思うので、それがまず一つあるのでは

ないかと思います。 

 それから、そういった中に一緒に入れていただきたいのが、例の

市の方針と、局の方針が、ちゃんと整合性がとれているのかという

こと。その議論になってしまうと堂々めぐりが始まるので、局が外

郭団体を指導する上での方針が、市の方針と合致しているかとい

う、一番最初のところは必要ではないかと思うのです。 

そうするとその中に、恐らく他部局との調整というのが入ってき

て、先ほどあった日本丸でしたか、それが果たしてそれだけ単独で、

公募だったか、局がやるべきなのか、もう少しちゃんと観光と連携

をすべきではないかという発想が生まれてくると思うのですが、ど

うもその縦で割っていってしまって、この部局の外郭という位置づ

けで、横との連携がなかなか取りづらい。 

したがって、男女共同参画センターも、３つの館だけでやるより

も、ほかのもっと身近なところでそういう啓発活動が必要ではない

かと言っても、なかなかそれが思うように進まない。社会福祉協議

会もしかりの答弁だったと思うのです。ですので、そのあたりで一

回整理されるといいと思います。 

 それから、共通した課題は、ある外郭団体は非常に理事数とか理

事の構成とか、もちろん株式会社の場合は役員とか役員の構成につ

いてしっかりチェックを入れて改革を進めているのに対し、比較的
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緩いところがあるし、構成メンバーがこれで適正かというチェック

が入っている団体と入っていない団体があるのはおかしいと思い

ます。 

 さらに、常に市民がどのように団体の存在意義を認識しているの

かをチェックする必要性。いくつかの団体の方針の中に入っていた

と思うのですが、これはすべてのところが自分の組織の存在意義に

ついて検証する上で、市民目線が必要だと思います。 

ですから、サイレント・マジョリティーのアンケートの話があり

ましたね。つまり、施設の場合は施設利用者だけのアンケートでい

いのか。ですので、そういった自己評価をしていく上でのポイント

みたいなものがあると良い。自己評価のポイントとすると理事の問

題とか役員の問題。それは数もあり、どういうところから選ばれて

いるか。それから、市民目線でどうなのかというチェック。そのあ

たりが最終的には公益性を担保したり、経済性だとか、説明責任に

つながってくるのではないかと思います。 

 お金の件は入ったのですね。要は市の財政を踏まえて、外郭団体

の保有資産の有効活用というものです。たくさんプールしてしまっ

ているところはそれでいいのですかというのが、ここにちゃんと書

いてあると思います。 

これはとても必要なことで、ある団体だけが返上するということ

ではない。全部の団体がたくさんの基金を入れてもらって、その基

金を運用することで事業をやることになっていた。ところが時代の

変化で、そういう資金運用をその団体がやるということのリスクや

得られる収入を考えると、もうちょっと時代が違うのではないか。

それだったら基金を引き揚げて、逆に必要な事業にお金を出して

いくということも、これから先は考えていくという、多分そういう

意味がここにあると思います。 

 今いただきました意見を拡散しないように整理することが必要

ですね。 

 すみません、それで申し上げると、いきなりここで提言と書くよ

りも、私ども委員会として、市・団体がそれぞれあるべき姿はこう

いうものだというのを最初にお示しした上で、その上でということ

で提言としてまとめられると把握しやすいのかなという気がいた

します。 

 そうなのですが、あるべき姿についてここで議論して合意できて

いないのです。 

 その難しさがあるのです。多分一人一人ずれが出てくると難しく

て、かなり個別具体的なまとめ方になってしまっているのですが、

もしこれをまとめ、皆さんのおっしゃっていることを反映させると

すれば、例えばこの（３）複数の団体に共通する課題への提言とい
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う形で、この◆の項目は追加した分も含めて入れることにして、

（３）の導入部みたいなものをつくって、要するに本委員会で検討

してきて、基本的に市と団体とのコミュニケーションのとれた運営

が必要であるということを強く認識したと。一般論として。全体と

して。 

その上で、以下に具体的な指摘をするという形にするほかないか

なと、今お話を伺って思っています。市が行うべきこと、あるいは

団体が行うべきこと、あるいは両者が連携して行うべきことが以下

に書かれているというふうにして、その前に、田邊委員がおっしゃ

ったように、市と団体との連携と同時に、市の中での局と他部局の

連携・調整、こういったものをしっかり図っていって以下の課題を

解決してほしいと。このような表現を思いつくままに今言っている

のですが、それを導入部、イントロダクションとして３行ぐらいで

まとめて、以下指摘しますという形でやっていけば、皆さんがお考

えのことがいくらかでも盛り込めるかなと思うのですが、いかがで

しょうか。 

 ちょっと文言の整理をしながら、今の構成を委員長のご提案を受

けて少し整理させていただきたいと思います。 

まずこの「複数の団体に共通する課題への提言」、そのタイトル

についてはまたご相談させていただくこととして、まずだれに対す

る提言なのかということを、最初にＡ、Ｂ、Ｃとあり、それぞれに

ついて、そういう区分けがうまくできるかできないかというのはあ

りますが、そういう視点からやりました。 

もう一つの視点としては、田邊委員のおっしゃった団体と市、市

の中には所管局もあり、ほかのいろいろな局もある、そういったと

ころとの連携、コミュニケーションをとる、これも一つの視点で、

そういうことを今後しっかり盛り込んで対応すべき視点の一つと

して入れる。その後に、それぞれこの◆で掲げているような項目を

並べるような形でどうかと。アイデアレベルで話していますが。 

 あと、理事・役員の構成のお話がありました。あともう一つ、常

に市民目線でのチェックという意味で言うと、例えば一番最後の協

約目標の見直しのところが、ある意味チェックに該当するところな

ので、そこにうまく項目として載せていくというようなことも考え

られるかなと、今お話を伺っていて思いました。 

なので、今委員長がまとめていただいたとおり、ちょっとここで

今すぐ案という形でお示しはできないのですが、いずれにしても文

言の修正など皆さんにも確認をとりながら進めていきます。あるい

は、委員長に確認いただいてやっていくというような方法もあるか

なと思っております。 

 一任させていただきます。 
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 この挙げられている項目の大半は市に対するものなのです。恐ら

く最後の項目だけが市と団体になっているのですよね。先ほど挙げ

てもらった施設運営についても、「市及び団体は」となっています

が、その２点が市及び団体で、あとは市なのです。そういう意味で、

やはり市が主体的に動いてほしいということを、コミュニケーショ

ンというか連携の主体になってほしいということは、そのイントロ

として書けると思います。 

ただ、ちょっと書きづらいのは、理事・役員の構成なり、その資

質、人数等の問題は重要だけれども、書き場所がちょっと今、悩ま

しいところなのです。ちょっとそこは考えさせてください。という

のは、触れているところは確かにあって、確かにもうかなり改善さ

れているところと、意識的にやっているところと、そこでは数件で

すが、いくつか個別の意見として指摘したところはあります。 

 理事の話で言いますと、法人改革の中で公益財団法人化するとき

に理事はものすごくスリム化しましたので。 

 制度的にやらざるを得なかったということですか。 

 やらざるを得なかったのです。法人格が変わったところは割と徹

底的にやりましたが、そうではなくて継続的にやっているようなと

ころというのは、ある意味チェックが甘くなっている可能性はあり

ます。組織の規模に対して役員の数が多い等々の課題がある可能性

があります。そこはまた視点として我々は持っていきたいと思いま

す。 

 あと、大江委員が先ほどお話しされた、委員会としてあるべき姿

をということ、また、団体と市との関係性でという意味で言うと、

来年度以降、関与のあり方をこの委員会でまさに審議をしていただ

いて、その中で明らかになってくるものだと思います。 

例えば、Ａという団体に対してはこういう市の関与が必要、そこ

に対して人的な支援をどうする、出資はどうする、事業との関係性

はどうする、施設の持ち方はどうするというようなことを、団体と

市、その先にある公益的事業の実施のあり方みたいなものまで含め

て議論をいただく中で整理できる部分であるというようには考え

ております。 

 なので、この段階でどこまでそれが書けるのかというのは、すみ

ませんがまたいろいろご意見をいただきながらという形になると

思います。 

 それはちょっと検討させていただきますが、団体による施設運営

の必要性の再検討に打ち込んでいただいたので、ここもちょっと文

章を直さなければいけないかなと今見ていて思いました。 

 先ほど言いましたように、要するにここが最後のまとめのような

ところですので、各個別の団体の答申が終わって、（３）として複
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数の団体に共通する課題への提言ということで、イントロの文章と

して、これら個々の団体についての答申づくりをやってきて全体的

に気づいた点として、やはり市の役割が非常に重要だということが

認識された。よって、以下に共通する課題として提言する内容も、

市の役割の重要性を再確認するものであるというようなことを書

きたいと思います。その辺は後で考えます。 

 そのほか、できるだけいいものにしたいと思いますので、ご指摘

いただければと思います。そういう意味では、この団体による施設

運営の必要性の再検討、市と団体という言葉が出てくるのは一番最

後の括りのところですが、その手前ぐらいに一応置いておいていい

ですかね。市のものを最初ずっと入れて、特に分類はしません。市

ですとか団体ですとか。並べていけばわかると思いますし。 

 要するに、イントロのところでしっかりそこを指摘しておけば大

丈夫かなと思います。 

 市が主体だと言いながら、市と団体との連携の必要性、市全体と

所管局との関係、所管局と団体との連携といったところだと思いま

す。以下の点について検討を進めてほしいというような形で、３つ

の主体が中心になってやってほしいということを書きたいと思い

ます。 

 その他、今全体のお話をしていただきました、公益的事業の実施

手法の再検証について、基本的な考え方はこれでよろしいでしょう

か。 

 そして次が、最適な事業主体の再検証ですが、これはずっと議論

してきました。公益的事業というのは、公益的な名前のついた団体

でないとできないのか。そうではなくて、もっと民間レベルでもそ

ういう公益的な使命を果たしていくようなものを育てていってく

ださいという意味合いになります。要するに民間等においても市が

期待する役割を担えるような事業スキームを検討・構築していく必

要があります。これは例の資源循環公社の話も含めて、それ以外に

もありますよね。子育てのところもそうですし。やはりそういうと

ころが公益的使命を担っているのだと言い切らずに、そういった芽

が民間で出ているのであれば、それを伸ばしていってほしいという

ことです。 

 それから、「民間主体の運営が望ましい団体」の計画的な取組の

推進。一方で、民間主体といっても公益的な使命について常に不安

が伴うというのが所管局からの発言ですね。もしそうであるなら

ば、それを確保するような新しい仕組みを考えてくださいというこ

とです。それは、民間主体は民間主体として自立化を進める。一方

で、そこに公益的な役割を従前どおり求めるのであれば、それを新

たな形で作っていってくださいということであります。 
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 それから、地方独立行政法人制度の調査研究の推進。これはそう

いう法人制度の改正がありましたので、それに対応して検討すべき

ことはしっかり検討してくださいということです。 

 外郭団体が保有する資産の有効活用については、回収できるもの

は早目に回収して、ほかにもっと有効利用してくださいということ

であります。 

 そして最後は、この委員会での提言を踏まえて、そういう必要性

を感じたら早く対応してくださいということであります。 

 それにあと、団体による施設運営の必要性についても、施設の運

営が目的化しないように、ちゃんとそれを有効活用するか、あるい

はもし必要なければ撤退してくださいと、こういうことだと思いま

す。 

 このようなことを最後に共通の個別意見として述べたいと思っ

ております。これらについてあと何かご指摘がありましたらお願い

いたします。いかがでしょうか。せっかくここまで議論を重ねてい

ただいたので、できるだけいいものにしたいと思っています。 

 田邊委員から先ほどご指摘がありました資産の管理リスクとい

いますか、団体が行う理由みたいなものについては、外郭団体が保

有する資産の有効活用のところで少し盛り込みたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、答申案について確認いただきまし

た。一部の表現等について検討するところがあります。また、追加

すべきところもありますが、委員長の私の方で事務局と調整しなが

ら最終案をまとめたいと思いますので、そこは一任していただけれ

ばと思います。 

（異議なし） 

よろしくお願いします。 

 それでは、以上をもちまして大きな区切りの審議を終了いたしま

す。どうも皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 

 

事務局 

 

４ その他事務連絡 

＜事務局よりスケジュール等の説明＞ 

 

 

大野委員長 

 

 

 

 

 

 

５ 閉会 

 それでは終わらせていただきますが、経営改革委員会から経営向

上委員会という名前に変わりましたが、田邊委員や大江委員をもっ

と活用してもっと具体的なところに踏み込みたかったところもあ

ります。 

だから、今後協約ができて、それが動き出して、途中何回か検証

作業が必要になると思いますが、その中でもっと皆さんの具体的な

提案が出てくれば、それがまたサイクルとして回っていくというこ
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とになります。その点また力を貸していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 

資    料 資料１：横浜市外郭団体等経営向上委員会答申（案） 

 

 


